
（ ）

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
人権擁護委員に関する諸統計（平成29年版）

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

100% 99% 99%

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
人権擁護委員に関する諸統計（平成29年版）

一般会計

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

人権擁護委員法
法務省設置法第4条第28号

主要政策・施策

達成度 ％

％

1,269

平成29年度に従事する人
権啓発活動回数を前年度
実績以上とする。

実施方法

定量的な成果目標

26年度

人権擁護委員活動の実施 担当部局庁 人権擁護局 作成責任者

事業開始年度

直接実施

担当課室 総務課
総務課長
森本　加奈

事業名

会計区分

29年度

-

翌年度へ繰越し -

計

28年度

その他の事項経費

-

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

30年度要求

予算
の状
況

27年度

①人権擁護委員制度は，昭和23年，日本国憲法の中核をなす基本的人権の保障をより十全なものとするには官民一体となって自由人権思想の普及高揚を
図ることが望ましいとの観点から発足したものであり，人権擁護行政の重要な役割を担っている。現在，法務大臣から委嘱された約1万4,000人の人権擁護委
員が全国の市区町村にあまねく配置され，民間人の視点に立って，地域に根ざした身近な人権擁護活動を展開し，人権啓発活動，人権相談，人権侵害の被
害者の救済を行っている。

②人権擁護委員の活動をより実効的なものとするため，委員制度や委員の役割等について広報活動を実施する。

- -

1,187

- -

- -

人権啓発活動従事回数
（暦年集計による数値）

-

件

補正予算

成果指標 単位

予備費等

当初予算

中間目標

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定量的な成果目標

1,292

--

1,182

昭和２３年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度以

内）

日本国憲法の理念である「すべての国民に等しく基本的人権が尊重される社会」の実現のため，国民に保障されている基本的人権を擁護し，自由人権思想
の普及高揚を図ることを目的としている。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

回
成果目標及び

成果実績
（アウトカム） 回

平成２９年度行政事業レビューシート 法務省

執行額

1,187 1,269 1,292 1,507 0

1,259 1,283

執行率（％） 100% 99% 99%

平成29年度に取り扱う人権
相談件数を過去3年間にお
ける平均実績以上とする。

人権相談事件取扱件数
（暦年集計による数値）

成果実績 件

目標値

-

-

-

94 86.9 85.8 - -

140,169 -

-

26年度 27年度 28年度
目標最終年度

77.6 112

222,654

249,380 248,985

225,906

110 -

248,985

-

- -

1,507

関係する計画、
通知等

達成度

183,976

29

237,223

年度 年度-

- 年度
26年度 27年度 28年度

中間目標 目標最終年度

29 年度

144,527 129,270 120,287 - -

153,681 148,805 131,361

261

1

-

-

1,507 0

事業番号 　 0051

子ども・若者育成支援、自殺対策、障害者施策、男女共
同参画、犯罪被害者等施策、ＩＴ戦略

29年度当初予算

1,245

予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

人権擁護委員実費弁償金

人権擁護業務庁費

人権擁護業務旅費

-

-

計

平成29・30年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由30年度要求



国民一人一人の人権に関する
理解・関心の度合いに応じた
人権啓発活動の実施状況

-

人権相談・調査救済体制の整
備

-

政
策
評
価

政
策
評
価

、
経
済
・
財
政
再
生
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関
係

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
平成28年度人権啓発活動等に関する効果検証等業務報告書

29年度
活動見込

30年度
活動見込

-

55,350

-

-

29年度
活動見込

30年度
活動見込

- -

70,000 -

29年度
活動見込

30年度
活動見込

- -

565,990 -

29年度
活動見込

2,638 -

目標定性的指標

定量的な成果目標

27年度

2,621 2,631 2,611

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

枚

活動指標

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位

全国一斉「人権擁護委員の日」特設相談所開設か所
活動実績

か所

計算式
　　百万円/
件

-

650,000 650,000 620,000

26年度 27年度 28年度
活動指標及び

活動実績
（アウトプット）

活動指標

人権擁護委員制度周知用パンフレット作成数

-

活動指標

620,000

29年度活動見込

3,599 3,322 3,474

活動実績

28年度

650,000 650,000

円

活動実績 枚

当初見込み 枚

単位

％

人権擁護委員制度周知用ポスター作成数

平成29年度における人権
擁護委員の認知度を前年
度実績以上とする。

枚

1,258百万
円

/378,650件

％

％目標値

成果指標 27年度

人権擁護委員の認知度

成果実績
成果目標及び

成果実績
（アウトカム）

-

単位

執行額／（人権啓発活動従事回数＋人権相談事件取
扱件数）

単位当たり
コスト

28年度
中間目標

93.1104.7

単位 26年度

施策の進捗状況（目標）

達成度

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

単位

単位

64,220 64,000 58,660

か所

当初見込み

人権擁護委員制度周知用リーフレット作成数
活動実績 枚

当初見込み 枚

26年度 28年度

1,182.2百万
円

/328,503件

2,631 2,612 2,670

27年度

1,283百万
円

/369,272件

施策の進捗状況（実績）

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

国民一人一人の人権に関する理解・関心の度合いに応じた人権啓発活動を行うことにより，国民一人一人の人権意識を高め，人権尊重思想の普及
高揚を図る。
人権相談体制の整備を通じて，気軽に相談できる機会を広く提供し，人権侵害に関わる問題に幅広く対応するほか，調査救済体制の整備を通じて，
人権侵害事案の迅速的確な調査及び適切な救済措置を行うことにより，被害の救済及び予防に寄与する。

目標最終年度

27.7 31.6 33.1 30.8 -

年度年度

31.6 33.1 30.8 - -

-

29

-114.1

26年度

64,470 64,000 58,660

90,000 75,000 70,000

26年度 27年度

27年度 28年度

100,000 75,000 70,000

30年度
活動見込

- -

26年度

28年度

施策 人権尊重思想の普及高揚並びに人権侵害による被害の救済及び予防（Ⅲ-10-(1)）

政策 人権の擁護（Ⅲ-10）

測
定
指
標

-

施策の進捗状況（目標）

-

法務局等における常設人権相談所のほか，デパートや公共施設
等における特設人権相談所やインターネットによる相談窓口など，
面談，電話，インターネット，手紙等様々な手段を利用し，人権侵
害に関わる問題に幅広く対応するために，人権相談体制の整備を
図る。
また，人権相談等により人権侵害の疑いがある事案を把握した場
合は，速やかに調査救済手続に移行し，個々の事案に応じた迅速
かつ的確な救済措置を講じ，被害の救済及び予防を図るために，
調査救済体制の整備を図る。

施策の進捗状況（実績）

-

国民の幅広い層に対して，人権に関心を持ってもらう参加型及び
発信型の多様な人権啓発活動を実施する。

-

目標 目標年度

目標年度

定性的指標



-

-

-

-

-

事業番号 事業名所管府省名

各種啓発活動等

○

-

基本的人権の擁護は，憲法に基礎を置くものであるから，本
事業については，地方自治体や民間に委ねることは適当で
なく，国が統一的に行う必要がある。

○

評　価項　　目

憲法で保障されている国民の基本的人権を擁護し，自由人
権思想の普及高揚を図ることは，広く国民のニーズがある。

目標最終年度

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

-

-

目標値

中間目標計画開始時
28年度 29年度

- - -

○

費目・使途は，人権擁護委員の活動として，あるいは，人権
擁護委員の活動に供するものとして，真に必要なものに限定
されている。

単位

○

-

○

平成28年度における人権擁護委員の認知度については若
干下がったが，これは調査対象の人数を拡大したことが原因
であると考えられ，また，人権相談事件取扱件数は依然とし
て高い水準にあることから，人権擁護委員制度周知用ポス
ター等は十分に活用されている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

子ども，女性，障害者等に関する人権問題について，他省
庁，地方公共団体，民間団体等と適切な役割分担の下，人
権擁護啓発活動等を行っている。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

人権擁護委員は，市町村長が推薦する「人格識見高く，広く
社会の実情に通じ，人権擁護について理解のある」人材であ
ることから，人権擁護委員による地域住民を対象とした人権
啓発活動や人権相談活動は効果的である。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

○

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

契約案件は基本的に一般競争入札としているが，「人権擁
護委員の団体傷害保険」については，一者応札であったた
め，入札辞退者に確認したところ，保険料確定特約の記載
が辞退理由であることが判明したことから，次回の入札に当
たっては保険料確定特約を記載しないことも検討する。
また，人権擁護委員の執務参考図書のうち，「人権のひろ
ば」及び「人権擁護委員必携」については，契約の相手方が
公益財団法人人権擁護協力会に限定されているため，その
者と随意契約を行ったものである。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

有

年度

-

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

基本的人権の保障をより十全なものとするには官民一体と
なって行うことが必要であることから，政策目的の達成手段
として必要かつ適切であり，また，政策体系の中で優先度の
高い事業である。

一般競争入札を実施することにより，コスト削減に努めてい
る。

- -

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

△

‐

○

K
P
I

(

第
一
階
層

）
-

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、
一者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

成果実績

本省による一括調達の取組を行うなど，コスト削減に努めて
いる。

成果目標に見合った成果実績となっている。

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

関
連
事
業

‐

-

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

おおむね当初見込みどおりの実績である。

-

- 年度

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

-

受益者との負担関係は妥当であるか。

年度

-

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

-

-

有

○

-

国
費
投
入
の
必
要
性

改革
項目

分野： -

事業所管部局による点検・改善

ＫＰＩ
（第一階層）

-

-

-

-

達成度 ％ -

経
済
・
財
政
再
生

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

本事業の成果と改革項目・KPIとの関係

-

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐



0058

0064

0051

0054

0054

0059-1,0059-2

0052平成25年度 平成26年度 平成27年度

平成23年度

外部有識者の所見

改善の
方向性

実費弁償金等の執行に当たっては，活動実績等を踏まえつつ，引き続き適正な執行に努める。
人権擁護委員制度や委員の役割等については，ポスターの掲示やリーフレットの配布のほか，政府広報や地方自治体の広報誌等を活用する
など，国民に対する情報提供を適切に実施することにより，更なる認知度の向上に努め，国民の人権擁護に努めていくこととしたい。

人権擁護委員は，基本的人権の擁護及び自由人権思想の普及高揚を図ることを目的として，人権啓発や人権相談など各種人権擁護委員活
動を実施しており，その活動は適切に行われたものと考えている。
また，本事業は，人権擁護委員の活動として，あるいは，人権擁護委員の活動に供するものとして生じた実費を弁償するなどしているところ，そ
の執行に当たっては，活動実績等を踏まえた予算配分を行うなど，適正な執行が行われているものと考える。

平成24年度

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成28年度

行政事業レビュー推進チームの所見

備考

点
検
・
改
善
結
果

平成22年度

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

点検結果



※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円） 事務補佐員賃金 

 

研修，打合せ会等のための
旅費 
 

旅費の支給 

Ｆ．株式会社ＪＴＢ北海道ほか 

3百万円 

Ｅ．個人Ａほか  

70百万円 

 

事務補佐員賃金等 

Ｇ．東京都人権擁護委員連合

会ほか 

1,156百万円 

実費弁償金の支給 

人権擁護委員活動に対す
る実費弁償 
 

冊子「人権のひろば」等購
入 

・人権擁護委員活動に必要な役務

の契約及び物品の購入 

・研修，打合せ会等のための旅費 

・人権擁護委員活動に対する実費

弁償 

人権擁護委員活動に対
する実費弁償 

Ａ 公益財団法人人権擁護協力

会ほか 

50百万円 

Ｃ．福岡法務局ほか 

1,229百万円 

Ｄ．全国人権擁護委員連合会

ほか 

3百万円 

B．名鉄観光サービス株

式会社ほか 

0.6百万円 

【随意契約（その他）】等 本省から予算配分 実費弁償金の支給 旅費の支給 

法務省 

1,283百万円 

 

・人権擁護委員活動に必要な役務の契約及び物品の
購入 
・人権擁護委員活動に必要な予算を地方に分配 
 

研修，打合せ会等のた

めの旅費 



0.3

金　額
(百万円）

A.公益財団法人人権擁護協力会

費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）

2

人権擁護委員活動に必要な旅費

使　途

消耗品費

B.名鉄観光サービス株式会社
金　額

(百万円）

24

費　目 使　途

計 24 計 0.3

予算配分 人権擁護委員活動の実施 43
人権擁護委員
実費弁償金

執務参考資料の購入・発送に要した経費

金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額

(百万円）

旅費冊子「人権のひろば」等購入

費　目

C.福岡法務局 D.全国人権擁護委員連合会

費　目 使　途

計 43 計 2

使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

賃金 事務補佐員賃金 2 旅費 人権擁護委員活動に必要な旅費 0.2

計 2

費　目 使　途

人権擁護委員
実費弁償金

人権啓発物品購入 6

計

E.個人A F.株式会社JTB北海道 

費　目

0.2

金　額
(百万円）

G.東京都人権擁護委員連合会

費　目 使　途
金　額

(百万円）

H.

計 6 計 0



支出先上位１０者リスト

A.

公益財団法人人権
擁護協力会

公益財団法人人権
擁護協力会

リコーリース株式会
社

三井住友海上火災
保険株式会社

日通商事株式会社

個人A

株式会社大塚商会

コニカミノルタジャパ
ン株式会社

株式会社エアーシッ
プ

朝日梱包株式会社

日立キャピタル株式
会社

-

5 - -

- 100％

4

9

- 100％

その他

一般競争契約
（最低価格）

-

11

8

7

6

1

9013401005070

4030001001008

- -

2

10

99.6％

7010601037788

6010001008795

1010001025515

-

1010001012983

入札者数
（応募者数）

落札率契約方式等

随意契約
（その他）

-

1 94.1％

2

3

- 100％

法　人　番　号

2010005018638

2010005018638 21

随意契約
（その他）

国庫債務負担
行為等

一般競争契約
（最低価格）

- -

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

-

-

-

-

9010601040880

6010401024970

冊子「人権のひろば」購入

新訂版人権擁護委員必携
（平成26年3月発行）　購入

法務局通信ＮＷシステム用
クライアントパソコン等賃貸
借

人権擁護委員行政協力員
団体傷害保険契約

デジタル複写機（複合機）
及びプリンタ等賃貸借

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

3

6

4

2

0.9

0.4

0.2
随意契約
（少額）

4 83.3％

-3

-

11 72.2％

国庫債務負担
行為等

4

賃金

-

-

-

-

随意契約
（その他）

一般競争契約
（最低価格）

一般競争契約
（最低価格）

包括ソフトウェアライセンス

コピー機保守料

人権擁護委員指導者養成
研修講義内容DVDのコ
ピー業務等

梱包発送及び引渡業務

法務局通信ＮＷ用システム
用クライアントパソコン等賃
貸借

4



B

C

D

全国人権擁護委員
連合会

-
執務参考資料の購入・発送
に要した経費

2 その他 - - -

人権擁護委員B - 常駐委員に係る常駐経費 0.1 その他 - - -

人権擁護委員C - 常駐委員に係る常駐経費 0.1 その他 - - -

さいたま地方法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

33 その他 - - -

長野地方法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

31 その他 - - -

名古屋法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

41 その他 - - -

大阪法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

39 その他 - - -

千葉地方法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

36 その他 - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

東京法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

42 その他 - - -

職員F - 職員の出張に要する旅費 0 その他 - - -

職員の出張に要する旅費 0 その他 - - -

職員G - 職員の出張に要する旅費 0 その他 - - -

職員D

職員C - 職員の出張に要する旅費 0 その他 - - -

-

2

-

個人A -
研修講師に対する旅費支
給

0.2

3

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

名鉄観光サービス株
式会社

4180001033060 出張チケット手配等業務 0.3 その他 - -

その他 - - -

個人B -
研修講師に対する旅費支
給

0.1 その他 - - -

6

7

4

5

職員A - 職員の出張に要する旅費 0 その他 - - -

10

8

9

職員E - 職員の出張に要する旅費 0 その他 - - -

職員B - 職員の出張に要する旅費 0 その他 - - -

3

4

1

2

福岡法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

43 その他 - - -

7

8

5

6

神戸地方法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

37 その他 - - -

9

10

新潟地方法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

31 その他 - - -

札幌法務局 -
法務局・地方法務局におけ
る人権擁護委員活動

33 その他 - - -

1

4

2

3

人権擁護委員A - 常駐委員に係る常駐経費 1 その他 - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）



E

F

G

函館人権擁護委員
連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

3 その他 - - -

宮崎県人権擁護委
員連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

3 その他 - - -

大阪府人権擁護委
員連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

5 その他 - - -

青森県人権擁護委
員連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

4 その他 - - -

札幌人権擁護委員
連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

4 その他 - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

神奈川県人権擁護
委員連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

5 その他 - - -

株式会社タビックス
ジャパン

8010001050044
人権事務指導等に必要な
旅費

0.1 その他 - - -

株式会社中央ツーリ
スト

4360001001412
人権事務指導等に必要な
旅費

0 その他 - - -

個人A -
人権事務指導等に必要な
旅費

0 その他 - - -

西鉄旅行株式会社 2290001009530
人権事務指導等に必要な
旅費

0.1 その他 - - -

ニューワールドツーリ
スト中国観光株式会
社

4240001008675
人権事務指導等に必要な
旅費

0.1 その他 - - -

四国旅客鉄道株式
会社ワープ

1470001002014
人権事務指導等に必要な
旅費

0.1 その他 - - -

新日本法規出版株
式会社

5180001036822 書籍等購入費 0.3
随意契約
（少額）

- - -

京セラドキュメントソ
リューションズジャパ
ン株式会社

6120001090378 コピー機保守料 0.2
随意契約
（少額）

- - -

個人D - 事務補佐員賃金 2 その他 - - -

個人E - 事務補佐員賃金 1 その他 - - -

個人F - 事務補佐員賃金 1 その他 - - -

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

個人A - 事務補佐員賃金 2 その他 - - -1

2

5

6

3

4

個人C - 事務補佐員賃金 2 その他 - - -

個人B - 事務補佐員賃金 2 その他 - - -

9

10

7

8

個人G - 事務補佐員賃金 1 その他 - - -

リコージャパン株式
会社

1010001110829 コピー機保守料 0.5
随意契約
（少額）

- - -

2

3

1

支　出　先 法　人　番　号 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

契約方式等
入札者数
（応募者数）

落札率

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

6

7

4

5

ラド観光九州株式会
社

9330001008059
人権事務指導等に必要な
旅費

0.1 その他 - - -

株式会社JTB北海道 5430001007087
人権事務指導等に必要な
旅費

0.2 その他 - - -

10

8

9

株式会社テーオー小
笠原

1440001001290
人権事務指導等に必要な
旅費

0 その他 - - -

株式会社カンポトラ
ベル

7220001001893
人権事務指導等に必要な
旅費

0 その他 - - -

3

4

1

2

東京都人権擁護委
員連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

6 その他 - - -

7

8

5

6

鹿児島県人権擁護
委員連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

5 その他 - - -

埼玉県人権擁護委
員連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

5 その他 - - -

9

10

兵庫県人権擁護委
員連合会

-
人権啓発物品購入費実費
弁償

3 その他 - - -
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